
「特定技能」の在留諸申請の提出書類の簡素化（令和３年２月実施）

「特定技能」の在留資格に係る在留諸申請における提出書類を横断的に見直し 、簡素化を図る。その際には、現在、受入れ機
関が過去一定期間内に提出したことがある書類については、提出を省略する取扱いを行っているところ、当該機関の受入れ状
況、定期・随時の届出義務の履行状況等を踏まえ、当該取扱いを拡充し、提出書類の削減を図る。

方針

①登記事項証明書、役員の住民票の写し 等 計３点

具体的内容

施行後の運用状況や定期的な届出との関係性などを踏まえつつ次のとおり実施
① 受入れ機関に関する書類について、提出頻度の緩和等、特定の受入れ機関に関する一定の書類の提出省略
② 外国人や１４分野などに関する書類について、書類の廃止（削減）や記載欄の削減（書類の統合）、提出頻度の緩和

原則「３年に１回」提出(注)

②公的義務（社会保険や税）の証明書 計４点 原則「２年に１回」提出

受入れ機関に関する書類

③決算関係書類（貸借対照表や確定申告書） 計２点 廃止（削減）

原則「１年に１回」提出

(注)過去１年以内に行方不明者の発生がない、定期的な届出の履行等の一定の条件を満たす場合には提出省略も可

①支援委託契約書、外国人の履歴書、指定通知書等（介護分野） 等 計1３点 廃止（削減）

②１号特定技能外国人支援計画書、特定所属機関概要書 等 計 ４点 記載欄の削減（書類の統合）

③旅館業許可証（宿泊分野）、保健所長の営業許可書（外食業分野） 等 計 5点 原則「３年に１回」等

＜例：介護分野での受入れ（登録支援機関に委託）＞
①初めての受入れをする場合 計８点（計１８枚以上）の書類を削減
②２人目以降の受入れをする場合（以後２～３年間） 更に計５点（計１５枚以上）の書類を削減

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和２年７月改訂）施策番号１６３

簡素化

簡素化

簡素化の内容

外国人や１４分野などに関する書類

効果
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特定技能の申請に必要な書類（技能実習ルート）

左の場合であって、受入れ機関が過去（注）に地
方出入国在留管理局に下記の書類を提出していな
い場合

■認定（書類未提出）

⑩特定技能所属機関概要書

⑪登記事項証明書

⑫住民票の写し（受入れ機関の役員のもの）

⑬労働保険料等納付証明書

⑭健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し等

⑮国税（法人税等）納税証明書

⑯地方税（法人住民税）の納税証明書

（注）⑩～⑫ 過去３年以内

⑬～⑯ 過去２年以内

■認定（書類提出済み）

①特定技能外国人の報酬に関する説明書

②特定技能雇用契約書の写し

③雇用条件書の写し

④雇用の経緯に係る説明書

⑤徴収費用の説明書

⑥健康診断個人票

⑦１号特定技能外国人支援計画書

⑧登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

⑨分野別協議会加入に関する誓約書等

計９点 左記に加え７点
（計１６点）

受入れ機関（法人）が、当該機関で技能実習
を行い本国に帰国していた技能実習生を雇用
し、支援を登録支援機関に全部委託する場合

■更新

①特定技能外国人の報酬に関する説明書

②特定技能雇用契約書の写し

③雇用条件書の写し

④地方税（個人住民税）の納税証明書

⑤給与所得の源泉徴収票の写し

⑥分野別協議会加入に関する証明書等

計６点

＋
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特定技能の申請に必要な書類（試験ルート）

左の場合であって、受入れ機関が過去（注）に地
方出入国在留管理局に下記の書類を提出していな
い場合

■認定（書類未提出）
⑩特定技能所属機関概要書
⑪登記事項証明書
⑫住民票の写し（受入れ機関の役員のもの）
⑬労働保険料等納付証明書
⑭健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し等
⑮国税（法人税等）納税証明書
⑯地方税（法人住民税）の納税証明書
（注）⑩～⑫ 過去３年以内

⑬～⑯ 過去２年以内

■認定（書類提出済み）

①特定技能外国人の報酬に関する説明書

②特定技能雇用契約書の写し

③雇用条件書の写し

④雇用の経緯に係る説明書

⑤徴収費用の説明書

⑥健康診断個人票

⑦１号特定技能外国人支援計画書

⑧登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

⑨分野別協議会加入に関する誓約書等

⑩技能試験の合格証明書の写し

⑪日本語試験の合格証明書の写し

計１１点 左記に加え７点
（計１８点）

受入れ機関（法人）が、技能試験等に合格し
た外国人を新規に雇用し、支援を登録支援機
関に全部委託する場合

＋

■更新

①特定技能外国人の報酬に関する説明書

②特定技能雇用契約書の写し

③雇用条件書の写し

④地方税（個人住民税）の納税証明書

⑤給与所得の源泉徴収票の写し

⑥分野別協議会加入に関する証明書等

計６点
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